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ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う

高
校
生
等
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
補
助
金

も
し
も
の
時
に
備
え
ま
し
ょ
う

木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事
業

　

木
造
住
宅
の
倒
壊
の
可
能
性
の

有
無
に
つ
い
て
、耐
震
診
断
を
希

望
す
る
人
に
耐
震
診
断
者
を
派
遣

し
ま
す
。

※
耐
震
診
断
費
は
無
料
で
す
が
、

診
断
者
の
交
通
費
な
ど
は
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。

▼
該
当
す
る
建
物

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
着
工
の

一
戸
建
て
の
住
宅
な
ど（
そ
の
他

条
件
あ
り
）

▼
条
件

該
当
建
築
物（
貸
家
を
除
く
）を
所

有
し
、居
住
し
て
い
る
人
で
、町
税

の
滞
納
が
な
い
こ
と

▼
募
集
戸
数

２
戸

※
先
着
順
で
す
。定
数
に
な
り
次

第
締
め
切
り
ま
す
。

▼
申
込
期
限

令
和
５
年
１
月
31
日
㊋

▼
申
し
込
み
方
法

　

都
市
建
設
室
窓
口
で
事
前
相
談

後
、申
請
書
と
必
要
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。事
前
相
談
の
際

に
、建
築
物
が
派
遣
事
業
の
対
象

と
な
る
か
確
認
し
ま
す
。

※
事
前
相
談
の
前
に
、住
宅
の
建

築
年
や
構
造
を
調
べ
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類

①
木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
申

請
書

②
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
で

き
る
も
の（
保
険
証
・
運
転
免
許
証

な
ど
）の
写
し

③
町
税
の
完
納
証
明
書

④
対
象
住
宅
の
固
定
資
産
税
評
価

額
証
明
書

⑤
建
築
確
認
書
・
案
内
図
・
現
況
写

真（
２
面
以
上
）

※
③
④
は
証
明
手
数
料
が
３
０
０

円
か
か
り
ま
す
。

※
⑤
建
築
確
認
書
が
な
い
場
合
、

調
査
用
図
面
作
成
費
用
と
し
て
、

別
途
１
万
円
が
か
か
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課 
都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

　
「
群
馬
県
交
通
安
全
条
例
」の
改

正
に
よ
り
、令
和
３
年
４
月
か
ら

自
転
車
乗
車
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
が
努
力
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

　

自
転
車
事
故
が
多
く
、ヘ
ル

メ
ッ
ト
着
用
率
の
低
い
高
校
生
世

代
に
向
け
て
、着
用
の
促
進
を
図

る
た
め
、補
助
を
実
施
し
ま
す
。

▼
対
象

申
請
年
度
に
満
15
歳
〜
満
18
歳
に

達
す
る
中
高
生
の
保
護
者
で
、安

全
基
準
を
満
た
す
ヘ
ル
メ
ッ
ト

（
中
古
品
を
除
く
）を
購
入
し
、次

の
要
件
を
満
た
す
人　

●
申
請
日
に
中
高
生
と
保
護
者
が

町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

●
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入
か
ら
１
年

以
内
で
あ
る
こ
と

※
補
助
金
の
交
付
は
中
高
生
１
人

に
対
し
１
回
限
り
で
す
。　

▼
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
安
全
基
準

●
Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク

●
Ｊ
Ｃ
Ｆ
マ
ー
ク

●
Ｃ
Ｅ
マ
ー
ク

●
Ｇ
Ｓ
マ
ー
ク

●
Ｃ
Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク

●
そ
の
他
町
長
が
認
め
る
も
の

▼
補
助
金
額

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
価
格
の
２
分
の

１（
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

で
、上
限
２
，０
０
０
円
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書

□
領
収
書
な
ど（
購
入
日
、商
品
名

お
よ
び
購
入
額
が
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
）

□
ヘ
ル
メ
ッ
ト
付
属
の
保
証
書
ま

た
は
取
扱
説
明
書

□
安
全
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
書
類

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
わ
か
る

も
の
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

まちの鳥

まちの木
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●問い合わせ先
　企画財政課 企画室
　☎26-２２４１（直通）

※掲載希望月の前々月末日まで
　に申し込みしてください。

◀詳しくは、
　町ホームページを
　ご覧ください。

バナー広告募集中

●町内に事業所がある場合
　　　　　… １カ月 2,000円
●町外に事業所がある場合
　　　　　… １カ月 3,000円

掲載料金

掲載場所
町ホームページトップページ

縦50ピクセル×横150ピクセル
規　格

町ホームページにバナー広告掲載
を希望する企業を募集しています。

13 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

乳
幼
児
の
安
全
の
た
め
に

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
補
助
金

　

６
歳
未
満
の
乳
幼
児
を
乗
車
さ

せ
て
運
転
す
る
場
合
に
は
、チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
着
用
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。町
で
は
交
通

事
故
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
補
助
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

　

乳
幼
児
を
養
育
す
る
親
権
者

で
、国
土
交
通
省
の
定
め
る
安
全

基
準
を
満
た
す
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト（
中
古
品
を
除
く
）を
購
入
し
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

●
申
請
日
に
乳
幼
児
と
親
権
者
が

町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

●
購
入
日
に
乳
幼
児
が
６
歳
未
満

で
あ
る
こ
と

●
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
購
入
か

ら
１
年
以
内
で
あ
る
こ
と

●
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

※
補
助
金
の
交
付
は
幼
児
１
人
に

対
し
１
回
限
り
で
す
。

▼
補
助
金
額

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
価
格
の

２
分
の
１（
１
，０
０
０
円
未
満
切

り
捨
て
）で
、上
限
８
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書

□
領
収
書
な
ど（
購
入
日
お
よ
び

購
入
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
）

□
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
付
属
の
品

質
保
証
書
ま
た
は
取
扱
説
明
書

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
わ
か
る

も
の
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 
協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

後
付
け
の
装
置
に
限
り
ま
す

自
動
車
誤
発
進
防
止
装
置
設
置
費
補
助
金

▼
対
象

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

●
申
請
日
に
町
内
に
住
所
を
有
し

て
い
る
こ
と

●
申
請
日
に
満
70
歳
以
上
で
あ
る

こ
と

●
自
動
車
運
転
免
許
証
を
保
有
し

て
い
る
こ
と

●
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

※
申
請
回
数
は
１
回
限
り
で
す
。

▼
補
助
金
額

後
付
け
の
自
動
車
誤
発
進
防
止
装

置
の
購
入
お
よ
び
設
置
に
係
る
費

用
の
２
分
の
１（
１
０
０
円
未
満

切
り
捨
て
）で
、上
限
２
万
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書

□
運
転
免
許
証
の
写
し

□
自
動
車
検
査
証
の
写
し

□
領
収
書
な
ど（
購
入
日
お
よ
び

購
入
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
）

□
取
扱
説
明
書
な
ど（
自
動
車
誤

発
進
防
止
装
置
の
概
要
が
わ
か

る
も
の
）

□
装
着
状
況
が
わ
か
る
写
真

□
補
助
対
象
者
に
町
税
の
滞
納
が

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
わ
か
る

も
の
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

まちの鳥

まちの花

　令和５年10月に実施する住宅・土
地統計調査の調査区を決定するた
めに、単位区設定を行います。１月中
旬から２月中旬にかけて、指導員が
住宅などの建物の位置や戸数、道路
や河川などの調査区境界となる目標
物を確認します。ご理解とご協力を
お願いします。

▶期日
令和５年２月１日㊌

▶対象地域
令和２年国勢調査調査区のうち、総
務大臣が指定する調査区

▶問い合わせ先
企画財政課 企画室
☎26-２２４１（直通）

令和５年住宅・土地
統計調査単位区設定を
実施します


